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株主優待制度の導入に関するお知らせ 

 

 

 当社は、本日開催の取締役会において、下記の通り、株主優待制度の導入について決議しました

ので、お知らせいたします。 

 

記 

 

１． 株主優待制度導入の目的 

 当社株式への投資魅力を高めることにより、より多くの方々に当社株式を中長期的に保有し

ていただくことを目的とするものです。 

 

２． 優待の内容 

 当社グループのゴルフ場『吉井カントリークラブ』（群馬県高崎市）で利用可能な割引券もし

くは全日プレーフィー無料券を保有株数に応じて贈呈いたします。割引・無料の対象となるの

はプレーフィーで、ゴルフ場利用税および食事代は株主様のご負担となります。 

 

３． 贈呈回数及び枚数 

年 2回 100 株以上 1,000 株未満 全日 5,000 円割引券 1 枚/1 回 

 1,000 株以上 10,000 株未満 全日プレーフィー無料券 1,000 株につき 1枚/1回

 10,000 株以上 全日プレーフィー無料券 一律 10 枚/1 回 

 

４． 対象株主様 

①毎年 9月 30 日現在の当社株主名簿に記載された１単元（100 株）以上を保有の株主様 

②毎年 3月 31 日現在の当社株主名簿に記載された１単元（100 株）以上を保有の株主様 

 平成 26 年 9 月 30 日現在の株主名簿に記載又は記録された１単元（100 株）以上保有する株

主さまから開始します。 

 

５． 優待券利用期間（プレー日ベース） 

①優待券到着時（6月末）から同年の 12 月末まで 

②優待券到着時（12 月初旬）から翌年の 6月末まで 

 

６． その他 

 株主優待券は無記名式ですので、株主様以外の方でもご利用いただけます。また、平日・土

日祝日を問わずご利用可能ですが、予約状況等によりご希望の日時にご利用できない場合があ

りますことをご了承ください。 

以 上 


